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当院におけるDPCにおける当院におけるDPCにおける
監査体制と委員会活動

独立行政法人国立病院機構

九州医療センタ九州医療センター
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★国立病院機構九州医療センターDPC運用規程

【目的】

第１条 この規程は国立病院機構九州医療センター(以下、当院という)における診断群分類を活用した包括評価制度(以下、DPCと

資料１－２

略す)に対応するために、業務の適正な運用、管理を図り、診療報酬請求にかかる業務、基礎調査への対応、国際疾病分類（以下、

ICDと略す）コーディング、関連するデータベースの構築、管理等、業務精度や業務効率の一層の改善に資することを目的とする。

【本規程の対象とする業務の範囲】：

第２条 この規程の対象とする範囲は、日常業務であるかの否かにかかわらず、DPCに関する運用についての検討、DPCに関する第 条 の規程の対象とする範囲は、日常業務であるかの否かにかかわらず、DPCに関する運用に いての検討、DPCに関する

運用に関連する調査、診療報酬請求等の各種業務とする。

第２条の２ 前項に定める各種業務とは具体的に次の各号のとおりである。

１．DPCに関連するDPC選択ツールを含むシステムの検討と運用管理について

２ 診療報酬請求業務のうち DPCに関連する診療報酬請求について２．診療報酬請求業務のうち、DPCに関連する診療報酬請求について

３．DPCに関連する基礎調査、特別調査等への対応について

４．DPCに関連する厚生労働省、独立行政法人本部等に対する報告書、データ等の作成について

５．DPCに関連するDPCの選択やICDコーディング等のコーディング技術の改善について

６．DPCに関連するデータベース（様式1、EFファイル、その他の関連するファイル）の構築管理について

７．DPCに関連する院内研修会等、関連教育の実施について

８．前項までに定める具体的業務の他、DPCの運用に際して既定されていない検討事項が発生した場合は、国立病院機構九州医療

センターDPC委員会規程に基づき対応する。センタ DPC委員会規程に基づき対応する。

【業務の範囲と責任者】

第３条 前条に定める業務の範囲における責任者を次の各号のように定める。

１．担当患者のDPCの選択についての責任は、保険医たる主治医、担当医とする。また、その統括責任者は副院長とする。

２ 入院係担当者は担当患者に いてのDPC選択 関連するデ タベ スの確認を行う 内容に疑義があ た場合は主治医 担当２．入院係担当者は担当患者についてのDPC選択、関連するデータベースの確認を行う。内容に疑義があった場合は主治医、担当

医に確認する責任を負う。また、本業務の責任者は算定係長とする。

３．医療情報管理センター担当者は全てのDPC適応患者について、適正なICDコーディングおよび関連したデータベースの精度は十

分か等監査を行う。内容に疑義があった場合は、入院担当者、主治医、担当医等に確認する責任を負う。また本業務の責任者は診

3

療情報管理室長とする。

４．DPCに関連する診療報酬請求についての責任者は算定係長とする。

５．DPCに関連する基礎調査、特別調査への対応についての責任者は診療情報管理室長とする。

６．DPCに関連する厚生労働省、独立行政法人本部等に対する報告書等の作成についての責任者は診療情報管理室長とする。

７．DPCに関連するDPCの選択やICDコーディング等のコーディング技術の改善についての責任者は診療情報管理室長とする。
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択 改 責 長

８．DPCに関連するデータベースについて、様式1等の診療情報に関するものについての責任者は診療情報管理室長とし、EFファイル

等の診療報酬請求にかかるデータについての責任者は算定係長とする。

９．DPCに関連する院内研修会等、関連教育の実施についての責任者は診療情報管理室長とする。

１０．第１項を除く前項までのDPCにかかる事務的統括的責任者は、実務統括管理者とする。１０．第１項を除く前項までのDPCにかかる事務的統括的責任者は、実務統括管理者とする。

１１．全ての事項の全体的統括責任者は副院長とする。

１２．その他、規定されていない事項が発生した場合は、その都度、議決を経て解決を図るものとする。

【DPCの選択と監査について】

第４条 DPCの選択と監査について 次のように定める。第４条 DPCの選択と監査について、次のように定める。

１．DPC選択の最も基盤となるICDの選択について、担当医、主治医は、原則として入院後3日以内に行うこと。また、担当医、主治医は、

ICDを十分に理解し、医療者としての良心に基づき、適正に行うこととする。

２．DPC選択、関連するデータベースの確認の責任を負う入院係担当者においては、十分な知識を習得し、適正な確認業務を行い、疑

義が発生した場合は 担当する医師等と十分な連携をとること義が発生した場合は、担当する医師等と十分な連携をとること。

３．ICDコーディング、データベース精度の監査を行う義務を負う医療情報管理センター担当者は、十分なICD及びデータベース構築の

知識を習得し、適正な監査を行い、さらに疑義が発生した場合は適正に対応すること。

４．適正なDPC選択にあたっては、第３条に定める責任者相互が連携し、適正な業務を行い、責任を全うすること。

【DPCにかかる教育について】【DPCにかかる教育について】

第５条 第３条に定める責任者は次の各号に定める事項に配慮し、配下の担当者等の教育を行うこと。

１．診療報酬改定時においては、全職員に対して、説明会等を行い、必要に応じてさらに関係部署の教育等を行うこと。

２．基礎調査、特別調査等の実施時においては、関係職員に対して、説明会等を行い、必要に応じて関係部署の教育等を行うこと。

３ 院内フォ ラム等 必要に応じて随時説明会及び教育等を行うこと３．院内フォーラム等、必要に応じて随時説明会及び教育等を行うこと。

４．特にICDコード、DPCの定義テーブル等、コーディングに関する教育は十分に行うこと。

【雑則】

第６条 この規程に定めるものの他、本規程の運用に伴い生じた諸問題については、その都度、第３条に定める業務に応じた責任者に

協議するも とし 必要に応じ 国立病院機構九州医療セ タ DPC委員会 議決を経 解決を図るも とする
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協議するものとし、必要に応じて、国立病院機構九州医療センターDPC委員会の議決を経て解決を図るものとする。

【付則】

１．この規程は、平成１６年４月１日より施行する。

２．平成２２年７月１日改訂。



DPC監査の流れ
資料２

医師 病棟事務担当者
専任チェック

医療情報管理係医師 病棟事務担当者
担当者

医療情報管理係

レセプト内容

確認作業

概算時

ＤＰＣ登録内容

様式１項目

確認作業

※ 部レセプトに

診断群分類

（病名・手術等）
確認作業

確認作業
※一部レセプトに

関連する項目。
確認作業

入院後3日以内 退院日前日 退院日 退院日翌々日・入院後3日以内
に分類選択

・退院日前々日

退院日前日 退院日 退院日翌々日
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に確認
★監査結果（不備件数）は次ページから

資料２－２

不備 ・・・ 未登録・誤登録や電子カルテとの表記不一致など不備 未登録 誤登録や電子カルテとの表記不 致など、
登録された内容が適切ではないと判断されたもの。

＜具体的内容＞
・病名とＩＣＤ‐10コードの不一致 ・側数の未登録病名とＩＣＤ 10コ ドの不 致 側数の未登録
・部位の表記漏れ ・手術病名、処置病名の登録漏れ
・様式１項目登録漏れ、過登録、誤登録 等
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不備発見件数内訳（平成２４年１月～１２月）
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不備発見件数 訳（平成 年 月 月）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

586 786 644 530 837 717 722 722 639 701 657 716586 786 644 530 837 717 722 722 639 701 657 716

338 530 570 513 589 681 597 602 566 608 616 853

◆上段
病名・処置・手術に関する項目について、医療情報管理係（診療情報管理士）が

発見した不備件数。

◆下段
様式１項目（入院経路や病気分類等）の項目について 医事専任チ ック担当者
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様式１項目（入院経路や病気分類等）の項目について、医事専任チェック担当者
（診療情報管理士）が発見した不備件数。

DPC委員会、DPC小委員会の開催実績：平成24年度
資料３

１）ＤＰＣ委員会

４月１１日 ５月９日 ６月１３日 ７月１１日 ８月８日 ９月１２日 １４月１１日、５月９日、６月１３日、７月１１日、８月８日、９月１２日、１
０月１０日、１１月１４日、１２月１２日、平成25年１月９日、３月１３日

※２月は中止※２月は中止

★合計11回開催

２）DPC小委員会

５月１５日、６月１９日、７月１９日、８月２１日、９月１８日、１０月１６
日、１１月２０日、１２月１８日、平成25年１月１５日、２月１９日、３月
１９日１９日

※４月は中止
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★合計11回開催 ※累計55回開催（平成25年3月まで）


